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〇
宮
城
県
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委
員
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規
則
第
７
号

　
宮
城
県
警
察
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
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平
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４
月
28日
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宮
城
県
警
察
組
織
規
則
（
昭
和
37年

宮
城
県
公
安
委
員
会
規
則
第
２
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
第
17条

第
１
項
の
表
中

を

」

　
交
通
企
画
課
長
の
命
を
受
け
、
交
通
事
故
防
止
対

策
に
関
す
る
事
務
等
を
掌
理
し
、
交
通
企
画
課
長
を

補
佐
す
る
。
た
だ
し
、
交
通
部
長
か
ら
特
に
命
ぜ
ら

れ
た
場
合
は
、
そ
の
事
務
を
掌
理
し
、
交
通
部
長
を

補
佐
す
る
。

交
通
安
全
企
画
官

交
通
企
画
課

「

に
改

　
交
通
企
画
課
長
の
命
を
受
け
、
交
通
事
故
防
止
対

策
に
関
す
る
事
務
等
を
掌
理
し
、
交
通
企
画
課
長
を

補
佐
す
る
。
た
だ
し
、
交
通
部
長
か
ら
特
に
命
ぜ
ら

れ
た
場
合
は
、
そ
の
事
務
を
掌
理
し
、
交
通
部
長
を

補
佐
す
る
。

交
通
安
全
企
画
官

交
通
企
画
課

「

」

　
交
通
規
制
課
長
の
命
を
受
け
、
交
通
規
制
及
び
交

通
安
全
施
設
に
関
す
る
事
務
等
を
掌
理
し
、
交
通
規

制
課
長
を
補
佐
す
る
。
た
だ
し
、
交
通
部
長
か
ら
特

に
命
ぜ
ら
れ
た
場
合
は
、
そ
の
事
務
を
掌
理
し
、
交

通
部
長
を
補
佐
す
る
。

交
通
規
制
企
画
官

交
通
規
制
課

め
る
。

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
規
則
は
、
平
成
23年

５
月
13日

か
ら
施
行
す
る
。


